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法律名

第２２条 第６項 ア

第２２条 第７項 ア

第２２条 第８項 ア

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

鉄道事業法（昭和三十六年法律第百九十五号）

条 項 備考
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法律名

第１１条 第１項 ×

第１１条 第４項 ×

第１２条 第２項 ×

第１２条 第４項 ×

第１３条 第３項 ×

第１３条 第６項 ×

第１４条 第２項 ×

第１４条 第３項 ×

第１４条 第４項 ×

第１４条 第５項 ×

第１４条 第７項 ×

第１４条 第８項 ×

第１４条 第１２項 ×

第１４条 第１４項 準用規定

第１９条 第１項 ×

第２０条 第１項 ×

第２２条 第１項 ×

第２２条 第２項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

都市鉄道等利便増進法（平成十七年法律第四十一号）

条 項 備考
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法律名

第１０条 第１項 ×

第１０条 第２項 ×

第１０条 第４項 道路法の適用

第１３条 第１項 ×

第１３条 第２項 ×

第１３条 第３項 ×

第１５条 第２項 ×

第１７条 第５項 ×

第１７条 第６項 建築基準法の準用

第１７条 第８項 建築基準法の準用

第１８条 第２項 準用規定

第２３条 第２項 建築基準法の準用

第２５条 第２項 ×

第２５条 第３項 ×

第２5条 第５項 ×

第２５条 第６項 ×

第２５条 第７項 ×

第２５条 第１０項 ×

第２５条 第１２項 準用規定

第２６条 第２項 ×

第２６条 第３項 ×

第２７条 第２項 ×

第３１条 第１項 ×

第３１条 第３項 ×

第３１条 第４項 ×

第３１条 第５項 ×

第３１条 第６項 ×

第３１条 第７項 準用規定

第３２条 第１項 ×

第３２条 第２項 準用規定

第３２条 第３項 ×

第３２条 第４項 ×

第３２条 第５項

第３４条 第１項 ×

第３４条 第２項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九
十一号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九
十一号）

条 項 備考

第３４条 第３項 ×

第３４条 第４項 ×

第３４条 第５項 ×

第３４条 第６項 準用規定

第３５条 第５項 ×

第３５条 第６項 準用規定

第３６条 第１項 ×

第３６条 第２項 ×

第３６条 第３項 ×

第３６条 第４項 ×

第３６条 第５項 ×

第３６条 第６項 準用規定

第３９条 第１項 ⅰ

第３９条 第２項 土地区画整理法の準用

第３９条 第３項 ⅰ

第４２条 第１項 ×

第４３条 第１項 ×

第４３条 第２項 ×

第４３条 第３項 ×

第４４条 第２項 準用規定

第４５条 第４項 準用規定

第４７条 第２項 準用規定

第４８条 第２項 ×

第５０条 第２項 ×

第５０条 第３項 準用規定

第５３条 第５項 ア
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法律名

第5条 第2項 ×

第5条 第4項 ×

第5条 第5項 ×

第5条 第6項 ×

第5条 第7項 ×

第5条 第9項 準用規定

第6条 第2項 ×

第6条 第3項 ×

第7条 第2項 ×

第9条 第2項 ×

第9条 第7項 準用規定

第11条 第1項 ×

第11条 第2項 ×

第11条 第3項 ×

第14条 第2項 ×

第14条 第7項 準用規定

第16条 第1項 ×

第16条 第2項 ×

第16条 第3項 ×

第19条 第2項 ×

第19条 第6項 準用規定

第22条 第2項 ×

第22条 第7項 準用規定

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）

条 項 備考
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法律名

第３条  ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

都市モノレールの整備の促進に関する法律（昭和四十七年法律第百二十九号）

条 項 備考
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法律名

第１２条 第３項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭
和四十二年法律第百三十一号）

条 項 備考
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法律名

第３２条 第６項 ⅶ 第４０条第４項で準用

第３２条 第８項 ⅶ 第４０条第４項で準用

第３７条 ⅶ

第３８条 第１項 ⅶ

第３８条 第２項 ⅶ

第３９条 ⅶ

第４０条 第１項 ⅶ

第４０条 第２項 ⅶ

第４０条 第３項 ⅶ

第４１条 第２項 準用規定

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平成十六年法
律第三十一号）

条 項 備考
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法律名

第２条 第６項 ×

第３条の３ 第１項 ×

第３条の３ 第２項 ×

第３条の３ 第４項 ×

第３条の３ 第８項 ×

第３条の３ 第９項 ×

第３条の３ 第１０項 ×

第３条の３ 第１１項 準用規定

第４条 第２項 適用規定

第４条 第３項 ⅳ f

第４条 第４項 ×

第４条 第８項 ⅳ f

第９条 第２項 準用規定

第１０条 第２項 ⅰ

第１６条 第３項 ×

第２２条 第２項 準用規定

第２７条 ×

第３１条 第２項 ×

第３３条 第２項 準用規定

第３４条 準用規定

第３５条 第３項 ×

第３７条 第２項 ×

第３７条 第３項 読替規定

第３７条の２ 第１項 ×

第３７条の２ 第２項 ×

第３７条の２ 第３項 ×

第３７条の３ 第２項 ×

第３８条 第２項 ×

第３８条 第３項 ×

第３８条 第７項 ×

第３８条 第８項 ×

第３８条の２ 第７項 ×

第３８条の２ 第８項 ×

第３８条の２ 第９項 ×

第３８条の２ 第１０項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）

条 項 備考

第３９条 第２項 ×

第４０条の２ 第２項 ア

第４０条の２ 第３項 ア

第４１条 第２項 準用規定

第４１条 第３項 ⅰ

第４３条の７ 準用規定

第４３条の８ 第４項 準用規定

第４４条 第１項 ×

第４４条 第２項 ×

第４４条 第５項 ×

第４４条の２ 第１項 ×

第４４条の２ 第２項 ×

第４４条の２ 第３項 ×

第４４条の２ 第４項 準用規定

第４６条 第１項 ⅱⅳ g

第４６条 第２項 ⅱ

第４７条 第２項 ×

第４９条 ×

第４９条の２ 第１項 ア

第５０条の３ 第３項 ×

第５０条の４ 第２項 ⅱ

第５０条の４ 第３項 ×

第５０条の４ 第４項 ×

第５０条の４ 第６項 ×

第５０条の４ 第８項 ×

第５０条の５ 第２項 ×

第５４条の３ 第２項 ⅱ

第５４条の３ 第３項 ×

第５４条の３ 第４項 ×

第５４条の３ 第５項 ×

第５４条の３ 第８項 国有財産法の準用

第５４条の３ 第１１項 ×

第５５条 第６項 国有財産法の準用

第５５条の２ 第２項 ア

第５５条の２ 第３項 ア
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法律名

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）

条 項 備考

第５５条の２ 第４項 ア

第５５条の４ 第１項 ⅰ

第５５条の４ 第２項 準用規定

第５５条の５ 第１項 ⅰ

第５５条の７ 第３項 ×

第５５条の８ 第２項 準用規定

第５６条 第３項 準用規定

第５６条の２ 第２項 準用規定

第５６条の２の２ 第１項 ×

第５６条の３ 第２項 ×

第５６条の３ 第３項 ×

第５６条の３ 第４項 ×

第５６条の３ 第５項 ×

第５６条の４ 第２項 ア

第５６条の４ 第３項 ア

第５６条の４ 第４項 ア

第５６条の５ 第２項 ア

第５８条 第３項 ×

第６０条の２ 第２項 ×
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法律名

第３条 第２項 準用規定

第４条 第３項 港湾法の準用

第５条 第２項 港湾法の準用

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律（昭和二十六年法律第七十三
号）

条 項 備考
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法律名

第５条 第１項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

特定港湾施設整備特別措置法（昭和三十四年法律第六十七号）

条 項 備考
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法律名

第４条 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律（昭和五十六年法律第二十八号）

条 項 備考
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法律名

第２条 第２項 ⅳ e

第３条 ⅴ

第４条 ⅳⅴ a

第５条 第１項 ×

第９条 第１項 ア

第９条 第２項 ア

第１０条 第２項 ×

第１１条 第１項 ア

第１１条 第２項 ア

第１１条 第３項 ア

第１１条 第４項 ア

第１６条 第４項 ア

第１６条 第５項 ア

第１６条 第６項 ア

第１７条 第１項 ア

第１８条 ア

第１９条 ア

第２２条 準用規定

第２５条 第１項 ア

第２５条 第２項 ア

第２６条 準用規定

第２７条 第２項 ア

第２７条 第３項 ア

第２８条 第１項 ア

第２８条 第３項 ア

第２９条 第１項 ア

第２９条 第２項 適用規定

第３０条 第１項 ア

第３０条 第２項 ア

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

水難救護法（明治三十二年法律第九十五号）

条 項 備考
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法律名

第２８条 第１項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

海難審判法（昭和二十二年法律第百三十五号）

条 項 備考
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法律名

第５条 第１項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第５条 第２項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第６条 第１項 イ 第２４条により都道府県が処理する事務

第６条 第２項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第６条の３ 第２項 準用規定

第６条の４ 第２項 準用規定

第６条の４ 第４項 ア

第７条 第４項 ア

第８条 第３項 準用規定

第９条 第２項 準用規定

第１２条の２ 第２項 イ 第２４条により都道府県が処理する事務

第１２条の１５ 第２項 準用規定

第１９条 第３項 準用規定

第２０条 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第２１条 × 第２４条により都道府県が処理する事務

第２２条の２３ 第１項 × 第２４条により都道府県が処理する事務

第２３条 第１項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第２３条 第２項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第２３条の２ 第１項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第２３条の２ 第２項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第２３条の２ 第３項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第２３条の２ 第４項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

第２６条 第３項 ア 第２４条により都道府県が処理する事務

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）

条 項 備考
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法律名

第１９条 ア

第２１条 第１項 ア

第２１条 第２項 ア

第２２条 ア

第２５条 第1項 ア

第２７条 ×

第２９条 第３項 ア

第３３条 第２項 ア

第３３条 第３項 ア

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）

条 項 備考
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法律名

第１２条 第３項 ×

第１３条 第３項 ×

第１８条 第２項 準用規定

第４４条 第５項 ア

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

国際観光ホテル整備法（昭和二十四年法律第二百七十九号）

条 項 備考
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法律名

第４条 第２項 ×

第６条 第２項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する
法律（平成六年法律第七十九号）

条 項 備考
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法律名

第４条 第２項 ⅳ g

第４条 第４項 ×

第４条 第５項 ×

第４条 第６項 準用規定

第１４条 第２項 ×

第１５条 第１項 ×

第１５条 第２項 ×

第１５条 第３項 ×

第１６条 第２項 ⅳ d

第２０条 第２項 ア

第２４条 第１項 通訳案内士法の準用規定

第２４条 第２項 通訳案内士法の準用規定

第２４条 第３項 通訳案内士法の準用規定

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律
（平成九年法律第九十一号）

条 項 備考
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法律名

第４条 第２項 ×

第４条 第３項 ×

第４条 第４項 ×

第４条 第５項 ×

第４条 第６項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興
に関する法律（平成四年法律第八十八号）

条 項 備考
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法律名

第８条 第２項 ×

第１０条 第２項 ×

第１２条 第１項 ×

第１２条 第２項 ×

第１３条 第１項 ×

第１４条 第３項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

空港法（昭和三十一年法律第八十号）

条 項 備考




